
　本文　　P22・23
事業主体 社会福祉法人等
補助率
補助額 ・国庫対象外施設整備特別補助　　

　施設整備費補助額上限　　１,５４０万円
　整備整備費補助額上限　　４７６万２千円
・通所部創設特別補助上限　　６００万円　　　　　　

　障害児・者施設訪問看護サービ
  ス補助事業

　本文　　Ｐ23
実施主体　市町村
補助額　　（看護師の派遣）　３０分以内      　４,２５０円
                         　 ３０分から６０分　８,３００円
 　　 　  （看護師の配置）　  　　　　１,５９２,５００円（年額）
補助率　  1/2　　（県1/2　　市町村1/2）

　本文　　P21 　（委託訓練実施拠点校）

　本文　　P21 　県内１０の地方事務所商工課（商工建築課）に配置

　本文　　P26 対象者　　　身体障害、知的障害、精神障害者
事業内容（月２回程度）

補助額　　　１件５０万円以内　　　　県内１０か所
補助率　 　　1/2　　（県1/2　　　市町村1/2）　　

　本文　　Ｐ30 補助率 1/2 補助額　　上限６００万円
対象か所 新規　５か所

　本文　　P11・17・30
事業主体　県(委託)
対象か所 ２か所（平成16年度）

　本文　　P30 事業主体 市町村
補助率 1/2（県1/2　市町村1/2）　　　補助額　　７,２２０円/日
対象人員 延べ450名（１人あたり３日程度）

事　業　名

　障害者余暇活動支援事業

地域生活移行のための県単独（上乗せ）支援策

　障害児者施設に通う、経管栄養・吸引・導尿などの医療的ケアを必要とする障害
児・者に対し、訪問看護ステーションからの看護師の派遣サービスや施設に看護師を
配置するなど、保健医療の充実を図ります。

　知的障害者日中活動の場拡大事
　業 　知的障害者の日中活動の場の拡大を促進するため、国庫補助対象外の借家等の改修

による通所授産施設等の施設整備や、知的障害者入所更生施設が新たに５人以上の通
所部を設置、又は、定員を増員する場合などの施設整備の経費に補助します。

事　　業　　内　　容

就
労
・
日
中
活
動
の
場
の
整
備 　障害者の雇用を促進するため、企業、社会福祉法人、NPO、民間教育機関等の地域

の多様な委託先を活用し、個々の障害者に対して、その能力・適性及び地域の障害者
雇用ニーズに応じ、就職を見据えた職業訓練を実施します。
　（例：ヘルパー３級資格取得の講座など）

　障害者民間活用委託訓練事業
  　　　（国10/10事業）

余
暇
活
動
・
自
活
訓
練
等

　西駒郷利用者自活訓練(敷地外)
　事業

　　　長野技術専門校・松本技術専門校

　社会福祉法人が、知的障害者施設入所者の地域生活移行を目的に自活訓練を行う借
家の改修費について補助します。

　西駒郷利用者が、地域の中（敷地外）で、グループホームのような少人数（４～７
人程度）の形態で生活を体験し、訓練を行うことにより、利用者の自律促進と生活の
質の向上を図ります。

　在宅知的障害（児）者自律生活体
　験事業

　養護学校や地域の作業所等へ通っている、知的障害（児）者が地域で自律した生活
をおくるため、宅幼老所やグループホーム等の空き部屋、タイムケア事業所等を利用
して行う自宅以外での宿泊体験に要する経費に補助します。

　知的障害者自活訓練施設整備補
  助事業

　職業紹介事業

　障害者を含む就職が困難な方の就業の確保、拡大を図るため、新たに求人開拓員を
地方事務所に配置します。求人開拓員は、求職相談者に応じたアドバイスや求人開
拓、紹介状の発行等を行うなど、障害者総合支援センターの就業支援ワーカーと連携
し、障害者の就労を支援します。

　週末や夜間の余暇活動の場の提供や相談支援を行うなど、障害者の余暇の充実を図
るための事業を実施する、社会福祉法人、NPO法人、非営利の福祉活動を行っている
ボランティア団体等に補助します。
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　　・余暇活動の相談、支援
　　・余暇活動の場の提供
　　・余暇のための外出支援等
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